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１【提出理由】

　平成28年６月29日開催の当社第59期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成28年６月29日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金35円　総額290,691,765円

②　効力発生日

平成28年６月30日

 

第２号議案　定款一部変更の件

①　当社の監査・監督機能を強化し、経営の透明性及びガバナンス機能の一層の充実を図ることを目

的に、監査等委員会設置会社へ移行するため、定款の一部を変更するものであります。

②　機動的な配当政策及び資本政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会の決議によって行うこと

ができるよう、定款の一部を変更するものであります。

 

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

萩原義昭、岩井三津雄、三浦芳彦、福嶋洋二、森　武彦、白木一成及び萩原智昭の７氏を取締役（監

査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

 

第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

鈴木正二、佐橋　渡、辻中　修及び川脇喜久雄の４氏を監査等委員である取締役に選任するものであ

ります。

 

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額500百万円以内とするものであります。

 

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額80百万円以内とするものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案 61,304 108 － （注）１ 可決（98.50％）

第２号議案 54,685 6,727 － （注）２ 可決（87.87％）

第３号議案    

（注）３

 

萩原義昭 61,031 378 3 可決（98.06％）

岩井三津雄 61,103 306 3 可決（98.18％）

三浦芳彦 61,135 274 3 可決（98.23％）

福嶋洋二 61,151 258 3 可決（98.26％）

森　武彦 61,139 270 3 可決（98.24％）

白木一成 61,141 268 3 可決（98.24％）

萩原智昭 61,136 273 3 可決（98.23％）

第４号議案    

（注）３

 

鈴木正二 61,069 340 3 可決（98.12％）

佐橋　渡 58,669 2,740 3 可決（94.27％）

辻中　修 61,101 308 3 可決（98.17％）

川脇喜久雄 61,145 264 3 可決（98.25％）

第５号議案 60,049 1,360 3 （注）１ 可決（96.48％）

第６号議案 61,189 220 3 （注）１ 可決（98.32％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

４．賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できた

賛成数」を合計したものであります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に

より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主

のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以　上
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